
８ 　県たばこ税

 （単位：本、円）

　　　　　　区分

月別

令和6年4月 63,937,030 68,412,619

　　　　　5月 67,798,483 72,544,374

　　　　　6月 69,729,720 74,610,799

　　　　　7月 65,285,837 69,855,844

　　　　　8月 70,419,803 75,349,188

　　　　　9月 72,396,767 77,464,537

　　　　　10月 64,282,242 68,781,997

　　　　　11月 70,303,917 75,225,189

　　　　　12月 65,906,389 70,519,836

 令和7年1月 68,362,321 73,147,681

　　　　　　2月 62,045,364 66,388,537

　　　　　　3月 58,355,097 62,439,952

計 798,822,970 854,740,553

（注）　　調定額には、令和6年度に課税したものについて月別に記載した。

９　ゴルフ場利用税
（単位：人、千円）

課税対象利用人員

18ホールを超えるもの 5                                     139,457                            101,103                            69,360                     

18         ホ    ー    ル 9                                     253,699                            190,662                            138,091                    

9ホールを超えるもの -                                     -                                     -                                     -                             

9           ホ    ー    ル 1                                     494                                  366                                  215                          

計 15                                  393,650                           292,131                          207,666                   

（注） １  施設数は、令和7年２月末現在の現状によった。
　　 　２　施設数は、コース数と等しいものとした。
　　 　３　利用人員は、年度の延数を記載した。
　　 　４　課税対象利用人員は、利用人員から非課税対象利用人員を除いたものを記載した。
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